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議第１０５号 

 

   玉名市長等の給与の特例に関する条例の制定について 

 

 玉名市長等の給与の特例に関する条例を次のように制定する。 

 

  令和６年９月３０日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩 

 

玉名市長等の給与の特例に関する条例 

 

 （市長の給料の特例） 

第１条 令和６年１０月１日から同月３１日までの間、市長の給料月額については、

玉名市長等の給与に関する条例（平成１７年条例第４４号）第３条の規定にかか

わらず、同条例別表に定める額から、その額に１００分の２０を乗じて得た額を

減じた額とする。 

 （副市長の給料の特例） 

第２条 令和６年１０月１日から同月３１日までの間、副市長の給料月額について

は、玉名市長等の給与に関する条例第３条の規定にかかわらず、同条例別表に定

める額から、その額に１００分の１０を乗じて得た額を減じた額とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年１０月１日から施行する。 

 （この条例の失効） 

２ この条例は、令和６年１０月３１日限り、その効力を失う。 

 

 

提案理由  職員の不祥事に伴い、市長及び副市長の給料月額を減額するため、条

例を制定するものである。 


